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長崎県国民保護協議会の開催について 

 

長 崎 県 では平 成 １８年 ３月 に国 民 保 護 計 画 を作 成 し、国 民 保 護 訓 練 の実 施

や広 域 相 互 応 援 協 定 の締 結 、マニュアルの作 成 など運 用 の整 備 に努 めてまいり

ましたが、この度 、消 防 庁 の安 否 情 報 システムの完 成 や現 地 調 整 所 のあり方 な

どを示 した国 の「国 民 の保 護 に関 する基 本 指 針 」の変 更 （平 成 ２０年 １０月 ２４日 ）

等 を計 画 に反 映 させるため、国 民 保 護 法 第 ３７条 第 ３項 の規 定 に基 づき、国 民

保 護 協 議 会 を開 催 します。 

                                                                  

記  

 

１．日  時  平成２０年１２月１８日（木）１３：３０～１４：３０    

２．場  所  ホテルセントヒル長崎 紫陽花の間 

       （長崎市筑後町４－１０）  

３．議  題    

    ①  長崎県国民保護計画（変更案）について 

        ②  答申について 
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長崎県国民保護計画の平成２０年度変更案の概要 

 

はじめに 

 

都道府県の国民保護計画が作成されてから約３年が経過しようとしています。その

間、国民保護訓練の実施や他の都道府県との広域相互応援協定の締結、消防庁の安

否情報システムの完成など、計画の運用面の整備が着々と進められ、その成果が現

れてまいりました。 

 

また、都道府県の国民保護計画は、国民保護法第３４条の規定により、「国民の保

護に関する基本指針（以下「基本指針」という。）」に基づき作成されておりますが、

今年１０月２４日に閣議決定された基本指針の変更には、都道府県の計画の内容に

大きく関わる内容が盛り込まれています。 

 

過去２年間の本県の国民保護計画の変更は、組織改正に伴う組織名や事務分掌の変

更、統計数値等の修正など、国民保護法で定められた国民保護協議会への諮問を必

要としない「軽微な変更」に該当するものでした（法律の内容は文末をご覧くださ

い）。 

 

今回は、基本指針の変更や広域相互応援協定の締結など、国民保護法の規定に基づ

き国民保護協議会へ諮問し、答申をいただき、内閣総理大臣との協議を要する計画

の変更を実施いたします。なお、計画変更の主な内容は次のとおりです。 

 

１ 基本指針の変更に伴う修正 

 

 （１）現地調整所の設置に関する記載 

「現地調整所」とは現地関係機関（市町、消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医

療機関、関係事業者等の現地で活動する機関）が制約された時間の中で集約的に行う必要

がある措置について、それぞれに与えられた役割の範囲内で活動内容の調整や情報共有を

行うために、個々の災害現場近辺に設けるものです。 

この現地調整所については、市町村国民保護計画の中ではすでに記載がされておりますが、

都道府県計画にはこれまで記載がありませんでした。 

今回、市町村が対応することが困難な場合や災害の状況が重大な場合、あるいは市町村の

区域を越えて国民の保護措置を行う場合などには、都道府県知事が主体的に設置・運営す

ることも必要になってくるため、国が示した考え方にそって記載しました。 

 

（２）安否情報の収集及び提供に関する記載 

消防庁が整備を進めていた「安否情報システム」について、平成２０年４月２５日から運
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用開始となりました。これにより全国レベルでの安否情報の共有が可能となり、国民は全

国の市町村、都道府県窓口などで詳細な安否情報を照会することができ、また、自宅など

のインターネットに接続したパソコンからは、確認したい人の安否情報がシステムにある

かどうかも確認することができるようになりました。そこで、このシステムを利用した安

否情報事務についての記載を追加しました。 

 

（３）武力攻撃事態等合同対策協議会の参加に関する記載の追加 

政府が被災した都道府県に現地対策本部を設置したときに、必要に応じて官邸や関係機関

の幹部等との間で迅速な意思決定のやりとりなどを行う会議が開催されます。これまでは、

武力攻撃等原子力災害時に開催することとされていましたが、その他の武力攻撃災害や大

規模なテロなどの緊急対処事態についても適用されることとなりました。そのため、当協

議会に対する県の対応について記載を追加しました。 

 

２ 長崎県の国民保護体制の整備等に伴う修正 

 

（１）広域相互応援協定の締結等に関する記載 

「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（平成 19 年７月 12 日改正）」 

「九州・山口９県武力攻撃災害等時相互応援協定（平成 18年 10 月 23 日締結）」 

「県の区域を越える住民の避難に関する関係県調整マニュアル（平成 20年 3 月 九州・山口

各県国民保護主管課（室）長会議）」が整備されましたので記載を追加しました。 

 

３ 軽微な変更点 

 

（１）組織改正に伴う修正 

政策の立案・推進機能の強化を図り、県の重要施策をより的確に推進するため政策企画部及

び県庁舎の建設や世界遺産登録などの関係部門を知事公室へと再編するなどの平成２０年４

月１日付け県の組織体制の改正に伴う組織名や事務分掌等の修正を行いました。 

 

（２）統計数値等の更新 

県の面積や交通機関、観光客数などについて最新の数値等に更新しました。 
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（参考）      国民保護協議会の諮問を必要とする変更と軽微な変更について 

 

国民保護法では、「国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協

議会に諮問しなければならない。」（第３７条３項）と規定されています。これが、国民保護協議会を開催さ

せていただく理由です。 

 

また、同項では続けて「政令で定める軽微な変更については、この限りでない。」との除外規定も設けら

れております。 

 

この「軽微な変更」とは 国民保護法施行令第５条に規定されているものであり、端的にいえば、  

① 市町村合併や区画整理などによる住居表示の変更に伴う修正 

② 国や県、市町村、指定公共機関など関係機関の組織の名称又は所在地の変更に伴う修正 

③ 誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正、その他これらに類する記載事項の修正 

となります。 

したがいまして、上記以外の計画本論にかかる修正はすべて「協議会に諮問し答申を受けなければな

らない変更」として扱うことになります。 

 

なお、本県の場合、「軽微な変更」のみの計画修正の場合には、協議会の下部組織である幹事会を開

催し、県と委員の間でご意見等の調整をいだだいている幹事のみなさまにご説明申し上げ、委員への説

明に代えさせていただいているところです。 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法） 

（都道府県協議会の設置及び所掌事務） 

第三十七条 都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の

保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会（以下この条及

び次条において「都道府県協議会」という。）を置く。 

２ 都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議

すること。 

 二 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。 

３ 都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更すると

きは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更について

は、この限りでない。 

４ 第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（国民保護法施行令） 

（国民の保護に関する計画等の軽微な変更） 

第五条 法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条

第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 

 一 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法

律（昭和三十七年法律第百十九号）第三条第一項及び第二項若しくは同法第四条の規定による住居表示の実施

若しくは変更に伴う変更 

 二 指定行政機関（武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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（平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。）第二条第四号の指定行政機関をいう。以下同じ。）、指

定地方行政機関（同条第五号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。）、都道府県、市町村、指定公共機関（同条

第六号の指定公共機関をいう。以下同じ。）、指定地方公共機関（法第二条第二項の指定地方公共機関をいう。以

下同じ。）その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更 

 三 前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載

事項の修正に伴う変更 

 

 


